
 

社会福祉法人針尾福祉会の取組の概要 

  

○認定企業（社会福祉法人針尾福祉会）の概要 

所 在 地  佐世保市 

労働者数  １８１人（男性９人、女性１７２人） 

事業内容  医療福祉業 

 

 ○行動計画に基づく取組内容 

（計画期間 平成２６年４月１日～平成２８年３月３１日） 

１ 年次有給休暇の取得日数を１人当たり平均年間５日以上とする 

２ 産前産後休業や育児休業、育児休業給付、産前産後休業及び育児休業中の社 

 会保険料免除など制度の周知や情報提供を行う。 

 

 

 

企業からの一言 

○行動計画策定に当たって工夫した点 

  法人内の施設長会議において説明を行い、各施設長より職員に周知を行いまし

た。 

 

○行動計画策定・実施の効果 

   子の急な体調不良が起こった時に、看護休暇を取得し、有効に使うことができ

たとの喜びの声があった。年次有給休暇についても、周知したことにより取得率

が増加しています。 

 

○子の看護休暇を取得した男性従業員の声 

   看護休暇の有効利用により、心にゆとりができ、妻とも協力して子育てをして

います。子の看護をとおして親としての責任をより大切に感じるようになりまし

た。看護休暇の取組に心より感謝しております。 

 

○子の看護休暇を取得した男性従業員の上司の声 

全国的に保育士不足が大きな問題として取り上げられる中、法人全体で働きや

すい職場環境に取り組んでいます。職員各々でお互いを支え合う意識や姿勢が、

今後もより浸透するよう共通理解を深めていきたいと思います。 

 

 


